
 

 

水質測定計画に係る関係法令等 

 

○ 水質汚濁防止法（抄） 

 

（常時監視） 

第15条 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質

の汚濁（放射性物質によるものを除く。第 17 条第１項において同じ。）の状況を常時監

視しなければならない。 

 

（測定計画） 

第16条 都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、当該都道府県の区域

に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画（以下「測定

計画」という。）を作成するものとする。 

２ 測定計画には、国及び地方公共団体の行う当該公共用水域及び地下水の水質の測定に

ついて、測定すべき事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。 

 

（都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等） 

第21条 都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防

止に関する重要事項については、環境基本法第 43 条の規定により置かれる審議会その他

の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を

述べることができるものとする。  
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